
2023 年 10 月からのインボイス制度で起こりうること 

 

 
 

 

古物商の例外（リサイクルショップ・質屋等）について 
 

 
 

 

 

 

 

 

1)  買取業者は古物商や質屋などの許可を受けた業者であること。  

2)  インボイス登録番号のない者から購入したものであること。 

3)  購入した商品が、購入者自身が使用するものではなく、販売するためのものであること。 

4)  買取業者は、以下の 5 項目を証明する会計帳簿等を保管する必要があります。 

①販売業者と住所  ②購入日  ③商品の詳細  ④価格  ⑤購入した商品が中古品であること 
 

 

インボイス登録番号を持っていない人から 

買った商品だけど、私は古物商許可のある 

リサイクルショップで、これは「売るために」 

仕入れた商品だから、この 10 円の消費税は、

“預かった消費税”から差し引きできます。  
こっちが消費税の申告・ 

納税をしてなくても 

相手に不利にならない。 

良かった！ 

  
以下の 4 つの条件をすべて満たしている場合にかぎり、請求書や領収書等に 

書かれている消費税は「売上等から預かった消費税」から差し引けます。 

（A）売上・収入で 
預かった消費税 

納める消費税の額 
（AーB） 

(B)仕入や経費等で 
支払った消費税 

2023年10月1日～ 

（A）売上・収入で 
預かった消費税 

納める消費税の額 
（AーB） 

（B）仕入や経費等で 
支払った消費税 

インボイス登録番号がないから
自分は不利な立場!今後は 
消費税を申告納税すべき? 

2023年10月1日～ 

残念ですが…この消費税分(10 円) 
は「支払った消費税」として差引く 
ことが出来ない! 番号ない人から 
商品を購入するとウチが損するよ。 



( 元の通知 ) 

 

 

 


